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インドネシア国内におけるルピア使用義務について（１） 

 

2015 年 3 月 31 日付けでインドネシア中央銀行よりインドネシア国内におけるルピア使用を義務

付ける通達が発表され、2015 年 7月 1日より施行されます。 

（中銀通達 No17/3/PBI/2015…別添邦訳をご参照） 

 

国内での取引をルピア建てにすることを原則義務化する内容で、2011 年に施行された現金取引

のみを対象とする通貨法の適用拡大にあたり、現金以外の取引も対象となります。 

また、違反時には罰金や外貨決済の停止等のペナルティーが課されます。 

 

 

 

＜主な改正ポイント＞ 

 

・これまでは現金の受払のみが対象であったが、非現金取引（送金取引・小切手・電子マネー等）も対象となる。 

 

・ルピア使用義務を促進するため、事業者は商品代金やサービス代金をルピア建てでのみ表示しなければなら 

ない。 

  

・非現金取引のルピア使用義務は 2015年 7月 1日より発効となる。 

 

・2015 年 7月 1日より前に作成された外貨建て契約は期日まで引き続き有効である。 

 

・違反の際には、警告書・過料（取引金額の１％・・最高 10億ルピア）・交換決済制度への参加禁止の行政処分 

が科される。 

 

・上記行政処分のほか、中銀は違反者の営業許可取り消しや業務停止等を監督当局に進言できる。 

 

 

・本規定の施行細則は追って中銀通達で定める。 

 

 

＊詳しい条文内容につきましては「インドネシア国内におけるルピア使用義務について(2)」をご参照ください。 


